
 

 

議  案  第  ６１  号  

 

 

新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について  

 

新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。  

 

令和元年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正す

る条例  

 

（新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正）  

第１条  新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和２６年条例第３３

号）の一部を次のように改正する。  

第５条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。  

（新居浜市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第２条  新居浜市職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第２２条第１項中「退職し、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法

第２８条第４項の規定により失職し」を「退職し」に改め、同条第４項中「退職し、

若しくは失職し」を「退職し」に改める。  

第２２条の２第２号中「職員（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除

く。）」を「職員」に改める。  



 

 

第２３条第１項中「退職し、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法

第２８条第４項の規定により失職し」を「退職し」に改め、同条第２項第１号中「退

職し、若しくは失職し」を「退職し」に改める。  

第２５条第５項中「退職し、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して法第

２８条第４項の規定により失職し」を「退職し」に、「第２２条第１項の」を「同項

の」に改める。  

（新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部

改正）  

第３条  新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

（昭和４３年条例第４号）の一部を次のように改正する。  

第１２条及び第１３条中「退職し、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当し

て同法第２８条第４項の規定により失職し」を「退職し」に改める。  

第１４条第２項第２号中「失職（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」

を「失職」に改める。  

（新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部改正）  

第４条  新居浜市職員の退職手当に関する条例（昭和３５年条例第１２号）の一部を次

のように改正する。  

第１２条第１項第２号中「失職（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」

を「失職」に改める。  

（新居浜市職員の旅費に関する条例の一部改正）  

第５条  新居浜市職員の旅費に関する条例（昭和３１年条例第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第３条第３項中「第１６条第２号から第５号まで」を「第１６条各号」に改める。  

（新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）  

第６条  新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２９年条例第２３

号）の一部を次のように改正する。  

第１１条及び第１２条中「退職し、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当し

て同法第２８条第４項の規定により失職し」を「退職し」に改める。  

附  則  



 

 

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）第４４条の規定による

改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条第１号に該当して同法

第２８条第４項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給につい

ては、第２条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例第２２条第１項

及び第４項、第２２条の２第２号（同条例第２３条第５項及び第２５条第６項におい

て準用する場合を含む。）、第２３条第１項及び第２項第１号並びに第２５条第５項

の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

 

提案理由  

地方公務員法の一部改正に伴い、職員の欠格条項の一部が削除されたことによる所要

の条文整備を行うため、本案を提出する。  


